
職 発 0 7 1 9 第 1 1 号 

令 和 ４ 年 ７ 月 1 9 日 

 

 一般社団法人 

  日本人材紹介事業協会 御中 

    

 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

    

職業安定法等の改正の施行に向けた周知への取組について（依頼） 

 

 

日頃から職業安定法等に係る制度の適正な推進に御理解、御協力いただき、厚く御礼申し

上げます。 

 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正

する法律」（令和４年法律第 12 号）の一部並びに関係政省令及び告示の改正が、令和４年

10月１日から施行されることとなっています。 

 これに伴い、改正内容に係る関係事業者等への周知を図るため、別添のとおり、周知資料

を作成いたしましたので、貴会におかれましても、これを活用いただき、会員企業に対して

周知及び啓発を図っていただく等、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 


